
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現像剤を攪拌しながら循環経路を搬送しつつ当該現像剤を像担持体の周面に供給する装
置本体部と、この装置本体部内に現像剤を供給する現像剤供給部とを備えて構成され、
　前記装置本体部には、その上部に設けられた前記現像剤供給部からの現像剤を受け入れ
る現像剤受入口と、前記循環経路に配置され前記現像剤受入口から受け入れた現像剤を搬
送する搬送手段と、前記像担持体に対向配置された現像ローラとが備えられてなる現像装
置において、
　前記循環経路は、前記現像ローラに沿って形成された前方搬送路と、前記現像剤受入口
から現像剤の供給を受ける位置に前記前方搬送路と平行に形成された後方搬送路とを備え
、
　前記搬送手段は、軸心回りに回転することにより現像剤を搬送方向に向けて搬送するも
のであって、前記前方搬送路には前方搬送手段が、前記後方搬送路には後方搬送手段がそ
れぞれ装着されてなり、
　前記後方搬送手段には、局部的に搬送能力が抑制されるべく構成された搬送能力抑制部
が設けられていると共に、
　前記現像剤受入口は、

設けられていることを特徴とする現像装置。
【請求項２】
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前記現像剤の循環経路上であって、前記現像剤受入口を通して現
像剤が現像装置内に導入されたときに、前記後方搬送手段の回転によって前記現像剤が上
方へ持ち上げられる位置に



　前記搬送能力抑制部は、前記後方搬送手段にリブ部材が付設されることにより形成され
ていることを特徴とする請求項１記載の現像装置。
【請求項３】
　前記搬送能力抑制部は、前記後方搬送手段の径寸法が他の部分の後方搬送手段の径寸法
より小さく設定されることにより形成されていることを特徴とする請求項１または２記載
の現像装置。
【請求項４】
　前記後方搬送手段が、フィーダ軸と、このフィーダ軸回りに螺旋状で形成されたスパイ
ラルフィンとを備えて構成され、前記スパイラルフィンの前記フィーダ軸回りの一体回転
によって現像剤を所定の搬送方向に向けて搬送するスパイラルフィーダからなり、
　前記現像剤受入口は、 現像剤受入口を通して現
像剤が現像装置内に導入されたときに、前記スパイラルフィンの回転によって前記現像剤
が上方へ持ち上げられる位置に設けられていることを特徴とする請求項１記載の現像装置
。
【請求項５】
　現像剤を攪拌しながら循環経路を搬送しつつ当該現像剤を像担持体の周面に供給する装
置本体部と、この装置本体部内に現像剤を供給する現像剤供給部とを備えて構成され、前
記装置本体部には、その上部に設けられた前記現像剤供給部からの現像剤を受け入れる現
像剤受入口と、前記循環経路に配置され前記現像剤受入口から受け入れた現像剤を搬送す
る搬送手段と、前記像担持体に対向配置された現像ローラとが備えられてなり、前記循環
経路は、前記現像ローラに沿って形成された前方搬送路と、前記現像剤受入口から現像剤
の供給を受ける位置に前記前方搬送路と平行に形成された後方搬送路とを備え、前記搬送
手段は、軸心回りに回転することにより現像剤を搬送方向に向けて搬送するものであって
、前記前方搬送路には前方搬送手段が、前記後方搬送路には後方搬送手段がそれぞれ装着
されてなり、前記後方搬送手段には、局部的に搬送能力が抑制されるべく構成された搬送
能力抑制部が設けられていると共に、前記現像剤受入口は、

設けられている現像装置と
、
　前記搬送手段を駆動する駆動機構と
を具備することを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機やファクシミリ装置、さらにはプリンタ等の各種の画像形成装置、及
び該画像形成装置に適用される現像装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１に記載されているような現像装置が知られている。この現像装置は、
複写機やファクシミリ装置等の画像形成装置に適用されるものであり、画像形成装置の感
光体ドラムにトナーを供給する現像装置本体と、この現像装置本体に着脱自在に装着され
るトナー補給用のトナーカートリッジとを備えて構成されている。トナーカートリッジの
底部には、開閉可能なトナー排出口が設けられている一方、現像装置本体には、トナー排
出口に対応したトナー受入口が設けられ、トナーカートリッジが現像装置本体に装着され
ることによるトナー排出口の開放でトナーカートリッジ内のトナーが現像装置本体内に形
成された所定の循環搬送路に供給されるようになっている。
【０００３】
　前記循環搬送路は、前記感光体ドラムの軸心と平行に延びる上面開放の溝状に形成され
ている。かかる循環搬送路は、トナー受入口に対応した往路搬送路と、現像ローラに対応
した復路搬送路とからなり、各搬送路の中に、フィン軸周りにスパイラルフィンが設けら
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前記現像剤の循環経路上であって、前記

前記現像剤の循環経路上であ
って、前記現像剤受入口を通して現像剤が現像装置内に導入されたときに、前記後方搬送
手段の回転によって前記現像剤が上方へ持ち上げられる位置に



れてなるスパイラルフィーダがそれぞれ装着され、トナーは、これらスパイラルフィーダ
のフィーダ軸回りの回転によって往路搬送路と復路搬送路との間を循環搬送されるように
なっている。
【０００４】
　そして、トナーカートリッジからトナー受入口を介して往路搬送路に受け入れられたト
ナーは、スパイラルフィーダのフィーダ軸回りの回転で移動させられ、往路搬送路の下流
端で復路搬送路に送り込まれる。復路搬送路へ移った現像剤は、スパイラルフィーダの駆
動で往路搬送路と逆方向に搬送されつつその中のトナーのみが現像ローラの周面に供給さ
れ、残部が下流端で往路搬送路に戻されるようになっている。
【０００５】
　このような基本構成を有する特許文献１の現像装置においては、往路搬送路に設けられ
たスパイラルフィーダのトナー受入口より下流側に、搬送能力が局部的に低下するように
構成された搬送能力抑制部が設けられている。この搬送能力抑制部は、スパイラルフィン
の径寸法を他の部分より小さくすることで搬送能力の低減を実現している。そして、かか
る搬送能力抑制部を設けることにより、当該搬送能力抑制部の上流側にトナーの滞留が生
じる。このトナーの滞留は、搬送能力抑制部とトナー受入口との間で生じるため、現像装
置内にトナーが十分存在する場合には、トナーの滞留がトナー受入口を塞いでトナーカー
トリッジからのトナーの供給が制限される。これに対し、現像装置内のトナーが消費され
てトナー量が減少すると、前記トナーの滞留も減少することになり、これによってトナー
が滞留している部分とトナー受入口との間に空間が生じるため、トナーがトナーカートリ
ッジから落下して現像装置内に供給される。現像装置内に十分な量のトナーが供給される
と、再びトナーの滞留が生じてトナー受入口を塞いでトナーの供給が制限される。このよ
うにトナーカートリッジから現像装置に供給されるトナーの量は、現像装置内のトナー量
によって自動的に調節されることになる。
【特許文献１】特開２００１－２３５９３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の現像装置にあっては、前記のような搬送能力抑制部
を設けてトナーを滞留させ、これによってカートリッジからのトナーの補給を制限するよ
うにしているため、高温環境や、低濃度印字を長時間に亘って続けたときのようなトナー
がほとんど消費されない状況で棚吊りが問題になることがあった。
【０００７】
　本発明は、このような状況に鑑みなされたものであり、搬送能力抑制部を備えた現像装
置を対象とし、現像剤の循環搬送路におけるトナー受入口近傍に棚吊り現象が発生するこ
とを有効に防止することができる現像装置及び画像形成装置を提供することを目的として
いる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１記載の発明は、現像剤を攪拌しながら循環経路を搬送しつつ当該現像剤を像担
持体の周面に供給する装置本体部と、この装置本体部内に現像剤を供給する現像剤供給部
とを備えて構成され、前記装置本体部には、その上部に設けられた前記現像剤供給部から
の現像剤を受け入れる現像剤受入口と、前記循環経路に配置され前記現像剤受入口から受
け入れた現像剤を搬送する搬送手段と、前記像担持体に対向配置された現像ローラとが備
えられてなる現像装置において、前記循環経路は、前記現像ローラに沿って形成された前
方搬送路と、前記現像剤受入口から現像剤の供給を受ける位置に前記前方搬送路と平行に
形成された後方搬送路とを備え、前記搬送手段は、軸心回りに回転することにより現像剤
を搬送方向に向けて搬送するものであって、前記前方搬送路には前方搬送手段が、前記後
方搬送路には後方搬送手段がそれぞれ装着されてなり、前記後方搬送手段には、局部的に
搬送能力が抑制されるべく構成された搬送能力抑制部が設けられていると共に、前記現像
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剤受入口は、

設けられていることを特徴とする。
【０００９】
　かかる構成によれば、現像剤供給部から現像装置本体の現像剤受入口を介して当該現像
装置本体内に導入された現像剤は、現像剤受入口が

配置されていることにより、現像剤受入口の直下で常に搬送手段によっ
て軸心方向に搬送されるため、棚が形成されるような不都合は生じない。
【００１０】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記搬送能力抑制部は、前記後
方搬送手段にリブ部材が付設されることにより形成されていることを特徴とするものであ
る。
【００１１】
　かかる構成によれば、後方搬送手段は、搬送能力抑制部においてリブ部材の存在で搬送
能力が低下する。
【００１２】
　請求項３記載の発明は、請求項１または２記載の発明において、前記搬送能力抑制部は
、前記後方搬送手段の径寸法が他の部分の後方搬送手段の径寸法より小さく設定されるこ
とにより形成されていることを特徴とするものである。
【００１３】
　かかる構成によれば、後方搬送手段の径寸法が小さいとその分推進力が削がれるため、
搬送能力抑制部において後方搬送手段の搬送力は低下する。
【００１４】
　請求項４記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記後方搬送手段が、フィーダ
軸と、このフィーダ軸回りに螺旋状で形成されたスパイラルフィンとを備えて構成され、
前記スパイラルフィンの前記フィーダ軸回りの一体回転によって現像剤を所定の搬送方向
に向けて搬送するスパイラルフィーダからなり、前記現像剤受入口は、

現像剤受入口を通して現像剤が現像装置内に導入されたときに、前
記スパイラルフィンの回転によって前記現像剤が上方へ持ち上げられる位置に設けられて
いることを特徴とする。
【００１５】
　請求項５記載の画像形成装置は、現像剤を攪拌しながら循環経路を搬送しつつ当該現像
剤を像担持体の周面に供給する装置本体部と、この装置本体部内に現像剤を供給する現像
剤供給部とを備えて構成され、前記装置本体部には、その上部に設けられた前記現像剤供
給部からの現像剤を受け入れる現像剤受入口と、前記循環経路に配置され前記現像剤受入
口から受け入れた現像剤を搬送する搬送手段と、前記像担持体に対向配置された現像ロー
ラとが備えられてなり、前記循環経路は、前記現像ローラに沿って形成された前方搬送路
と、前記現像剤受入口から現像剤の供給を受ける位置に前記前方搬送路と平行に形成され
た後方搬送路とを備え、前記搬送手段は、軸心回りに回転することにより現像剤を搬送方
向に向けて搬送するものであって、前記前方搬送路には前方搬送手段が、前記後方搬送路
には後方搬送手段がそれぞれ装着されてなり、前記後方搬送手段には、局部的に搬送能力
が抑制されるべく構成された搬送能力抑制部が設けられていると共に、前記現像剤受入口
は、

設けられている現像装置と、前記搬送手段を駆動する駆動機構とを具備することを
特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１記載の発明によれば、現像剤供給部から現像装置本体の現像剤受入口を介して
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前記現像剤の循環経路上であって、前記現像剤受入口を通して現像剤が現像
装置内に導入されたときに、前記後方搬送手段の回転によって前記現像剤が上方へ持ち上
げられる位置に

、該現像剤受入口を通して現像剤が現
像装置内に導入されたときに、前記後方搬送手段の回転によって前記現像剤が上方へ持ち
上げられる位置に

前記現像剤の循環
経路上であって、前記

前記現像剤の循環経路上であって、前記現像剤受入口を通して現像剤が現像装置内に
導入されたときに、前記後方搬送手段の回転によって前記現像剤が上方へ持ち上げられる
位置に



当該現像装置本体内に導入された現像剤は、現像剤受入口が

配置されていることにより、現像剤受入口の直下で常に搬送手
段によって軸心方向に搬送されるため、棚が形成されるような不都合の発生を確実に防止
することができる。
【００１７】
　請求項２記載の発明によれば、搬送能力抑制部は、後方搬送手段にリブ部材が付設され
ることにより形成されているため、簡単な構造でありながら後方搬送手段の搬送能力を確
実に低下させることが可能になり、装置コストの低減化に貢献することができる。
【００１８】
　請求項３記載の発明によれば、搬送能力抑制部は、後方搬送手段の径寸法が他の部分の
後方搬送手段の径寸法より小さく設定されることにより形成されているため、後方搬送手
段の径寸法が小さい分推進力が削がれ、これによって搬送能力抑制部の搬送力を確実に低
下させることができる。
【００１９】
　請求項４記載の発明によれば、現像剤受入口が、スパイラルフィンの回転によって前記
現像剤が上方へ持ち上げられる位置に設けられているので、現像剤が棚吊り状態になり難
くすることができる。
【００２０】
　請求項５記載の発明によれば、棚吊り現象が発生することを有効に防止することができ
る現像装置が搭載された画像形成装置を提供できるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　図１は、本発明に係る現像装置の一実施形態を示す分解斜視図である。また、図２およ
び図３は、図１に示す現像装置の側面視の断面図であり、図２は、トナーカートリッジが
現像装置本体から外された状態、図３は、トナーカートリッジが現像装置本体に装着され
た状態をそれぞれ示している。また、図４は、現像装置本体のハウジングの平面視の断面
図である。なお、これらの図において、Ｘ－Ｘ方向を幅方向、Ｙ－Ｙ方向を前後方向とい
い、特に－Ｘ方向を左方、＋Ｘ方向を右方、－Ｙ方向を前方、＋Ｙ方向を後方という。
【００２２】
　まず、図１に示すように、現像装置１０は、トナーを感光体ドラム（像担持体）Ｄ（図
２、図３）の周面に供給するべく当該感光体ドラムＤに隣設された現像装置本体（装置本
体部）２０と、この現像装置本体２０に着脱自在に装着されてトナーを補給するトナーカ
ートリッジ（現像剤供給部）７０とを備えた基本構成を有している。
【００２３】
　前記現像装置本体２０は、内部にトナー（現像剤）を循環移動させる循環搬送路（循環
経路）３０１を備えたハウジング３０と、このハウジング３０の上面開口を閉止する蓋体
４０と、この蓋体４０に形成されたトナー受入口（現像剤受入口）４４を開閉するべく当
該蓋体４０に取り付けられた蓋体側シャッタ部材５０とを備えて構成され、蓋体側シャッ
タ部材５０の装着された蓋体４０がハウジング３０に固定されることによって現像装置本
体２０が形成されるようになっている。
【００２４】
　前記ハウジング３０は、前方に向って先下がりに形状設定された略菱形を呈する幅方向
一対の側板３１と、各側板３１の前縁部間に架設された前方板３２と、同後縁部間に架設
された後方板３３と、各側板３１の下縁部および後方板３３の下縁部に架設された搬送部
３５（図２）とを備えている。そして、各側板３１、前方板３２、後方板３３および底板
３５によって囲繞された空間にトナーを循環搬送する循環搬送路３０１が形成されている
とともに、この循環搬送路３０１に一対のスパイラルフィーダ（搬送手段）６０が装着さ
れている。
【００２５】
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、該現像剤受入口を通して現
像剤が現像装置内に導入されたときに、前記後方搬送手段の回転によって前記現像剤が上
方へ持ち上げられる位置に



　前記循環搬送路３０１は、前方に形成された幅方向に長尺の前方搬送路３０２と、この
前方搬送路３０２の後方に当該前方搬送路３０２と平行に形成された後方搬送路３０３と
からなっているとともに、前記スパイラルフィーダ６０は、前方搬送路３０２に装着され
る前方スパイラルフィーダ６１と、後方搬送路３０３に装着される後方スパイラルフィー
ダ６２とからなっている。循環搬送路３０１の底部３５には、図２に示すように、前方搬
送路３０２に対応した断面視で円弧状の前方搬送路側底板３５１と、後方搬送路３０３に
対応した断面視で円弧状の後方搬送路側底板３５２とが設けられている。
【００２６】
　前記前後のスパイラルフィーダ６１，６２は、循環搬送路３０１内で一対の側板３１間
に架設されたフィーダ軸６３と、このフィーダ軸６３回りに螺旋状で形成されたスパイラ
ルフィン６４とを備えて構成され、スパイラルフィン６４のフィーダ軸６３回りの一体回
転によって循環搬送路３０１内に装填されているトナーを循環搬送させ得るようになって
いる。
【００２７】
　そして、本実施形態においては、前方スパイラルフィーダ６１のスパイラルフィン６４
は、フィーダ軸６３の端面から見て反時計方向に回ることにより前進する、いわゆる左回
り螺旋が形成されているのに対し、後方スパイラルフィーダ６２のスパイラルフィン６４
は、フィーダ軸６３の端面から見て時計方向に回ることにより前進する、いわゆる右回り
螺旋が形成されている。したがって、前方スパイラルフィーダ６１がフィーダ軸６３回り
に反時計方向に回転すると、前方搬送路３０２内に位置したトナーは左方へ搬送されるの
に対し、後方スパイラルフィーダ６２がフィーダ軸６３回りに反時計方向に回転すると、
後方搬送路３０３内のトナーは右方に向けて搬送されることになる。
【００２８】
　また、前方および後方搬送路３０２，３０３間には、仕切り壁３４が設けられていると
ともに、当該仕切り壁３４には、その左端部および右端部が切り欠かれることによって形
成した、前方および後方搬送路３０２，３０３間をつなぐ連絡通路３０４が設けられてい
る。したがって、前方および後方スパイラルフィーダ６１，６２がそれぞれフィーダ軸６
３回りに反時計方向に回転することにより、循環搬送路３０１内のトナーは、左右の連絡
通路３０４を介して前方搬送路３０２と後方搬送路３０３との間で反時計方向に向けて循
環搬送される。
【００２９】
　そして、前方搬送路３０２より前方位置における一対の側板３１間には、図２および図
３に示すように、ローラ軸６５が架設されているとともに、このローラ軸６５回りに一体
回転可能に現像ローラ６６が軸支されている。また、前方搬送路３０２と現像ローラ６６
が設けられている部分とは幅方向の略全長に亘って連通状態とされているとともに、現像
ローラ６６は、その周面が前方の感光体ドラムＤの周面と対向するように設置位置が設定
されている。したがって、前方搬送路３０２を搬送されつつあるトナーは、現像ローラ６
６を介して感光体ドラムＤの周面に供給され、これによって感光体ドラムＤの周面にトナ
ー像が形成されることになる。
【００３０】
　前記蓋体４０は、平板状の蓋体本体４１と、この蓋体本体４１の前後方向の中央位置に
立設された幅方向に延びる立設壁４２とを備えている。前記蓋体本体４１は、平面寸法が
ハウジング３０の上面開口より若干大きめに設定され、これによって蓋体本体４１がハウ
ジング３０の上面に被せられた状態で、循環搬送路３０１の上面が閉止されるようになっ
ている。かかる蓋体本体４１における立設壁４２より後方位置の幅方向略中央部には、前
記蓋体側シャッタ部材５０を装着するためのシャッタ装着部４３が設けられている。この
シャッタ装着部４３には、トナーカートリッジ７０からのトナーをハウジング３０内に装
填するためのトナー受入口４４が設けられている。蓋体側シャッタ部材５０は、このトナ
ー受入口４４を開閉するためものである。
【００３１】
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　前記トナー受入口４４は、図２および図３に示すように、蓋体４０がハウジング３０に
装着された状態で、後方スパイラルフィーダ６２の回転方向の上流側に対向するように設
けられている。本実施形態においては、後方スパイラルフィーダ６２は、フィーダ軸６３
回りに反時計方向に回転するようになっているため、回転方向の上流側にトナー受入口４
４が設けられている。
【００３２】
　したがって、トナー受入口４４を通って後方搬送路３０３内に供給されたトナーは、ま
ず、スパイラルフィン６４の回転に案内されて当該スパイラルフィン６４の上部を後方か
ら前方に移動することになる。その後、トナーは、スパイラルフィン６４のフィーダ軸６
３回りの反時計方向に向かう回転に誘導されて右方（図２および図３の紙面の裏側）に向
けて搬送されるようになっている。
【００３３】
　前記蓋体側シャッタ部材５０は、蓋体４０のトナー受入口４４に対応したシャッタ板５
１と、このシャッタ板５１の幅方向両側部に設けられた前後方向に延びる一対の突条５２
とを備えて構成されている。前記シャッタ板５１は、トナー受入口４４を塞ぐのに十分な
平面寸法を有している。また前記一対の突条５２の後端縁には、後方に向って先下がりに
設定された傾斜面５３がそれぞれ設けられている。これらの傾斜面５３は、トナーカート
リッジ７０を現像装置本体２０に装着したときに、当該トナーカートリッジ７０の底部と
の干渉で蓋体側シャッタ部材５０を前方へ移動させるためのものであり、これによるシャ
ッタ板５１の前方への移動でトナー受入口４４が開放されるようになっている。
【００３４】
　因みに、トナーカートリッジ７０は、現像装置本体２０に装着された状態で、図３に示
すように、付勢手段であるコイルスプリング４５によって後方に向けて押圧され、これに
よって現像装置本体２０に対する装着状態が安定するようになされている。
【００３５】
　かかる蓋体側シャッタ部材５０は、図略のコイルスプリング等の付勢手段の付勢力で後
方に向けて付勢されている。したがって、トナーカートリッジ７０が現像装置本体２０に
装着されていない状態では、トナー受入口４４がシャッタ板５１によって閉止された状態
になる一方、トナーカートリッジ７０が現像装置本体２０に装着されると、蓋体側シャッ
タ部材５０は、傾斜面５３がトナーカートリッジ７０の低部に押圧されることにより付勢
手段の付勢力に抗して前進し、これによってトナー受入口４４が開放されるようになって
いる。
【００３６】
　前記トナーカートリッジ７０は、図１に示すように、トナーが装填されるカートリッジ
本体７１と、このカートリッジ本体７１の上面開口を閉止するカバー体７８とを備えて構
成されている。カートリッジ本体７１の上縁部には、外方に向って突設された環状の本体
側フランジ部７１０が設けられている一方、カバー体７８には、前記本体側フランジ部７
１０に対応した蓋体側フランジ部７８０が設けられ、カートリッジ本体７１内にトナーが
装填された状態で各フランジ部７１０，７８０同士が溶着処理等で固定されることにより
、内部にトナーの装填されたトナーカートリッジ７０が仕上がるようになっている。
【００３７】
　前記カートリッジ本体７１は、左右幅寸法が現像装置本体２０のハウジング３０におけ
る一対の側板３１間の内寸法より僅かに短めに設定されているとともに、前後幅寸法がハ
ウジング３０の後方板３３と、蓋体４０の立設壁４２との間の内寸法より僅かに短めに設
定され、これによってハウジング３０における前記循環搬送路３０１より上方であって、
側板３１、後方板３３および立設壁４２に囲繞されたカートリッジ装着空間３０５に対し
て着脱可能になっている。
【００３８】
　かかるカートリッジ本体７１は、図２に示すように、側面視で底板７２が二こぶ状に形
成されている。すなわち、かかる底板７２は、前記蓋体４０のシャッタ装着部４３と対応
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した前方円弧底板７２１と、この前方円弧底板７２１の後方に形成された後方円弧底板７
２２とを備えている。
【００３９】
　前方円弧底板７２１の最下位置には、前記蓋体４０のトナー受入口４４と対向するよう
に穿設されたトナー排出口７３が設けられ、トナーカートリッジ７０がハウジング３０に
装着された状態（図３）で、トナーカートリッジ７０内のトナーがこのトナー排出口７３
および蓋体４０のトナー受入口４４を介してハウジング３０内に供給されるようになって
いる。
【００４０】
　前記後方円弧底板７２２の上方には、当該後方円弧底板７２２の曲率中心位置に沿うよ
うに一対の側板７４間に架設された攪拌部材７５が設けられている。この攪拌部材７５は
、前記一対の側板７４間で軸心回りに回転可能に架設される軸部材７５１と、この軸部材
７５１の周面から径方向に突設された攪拌フィン７５２とからなっている。攪拌フィン７
５２は、合成樹脂製のシート体から構成され、攪拌部材７５が図略の駆動モータの駆動で
軸心回りに図３における時計方向に回転することにより、後方円弧底板７２２上のトナー
を掻き取って前方円弧底板７２１へ向けて供給するようになっている。
【００４１】
　前記前方円弧底板７２１の上方には、当該前方円弧底板７２１の曲率中心位置に沿うよ
うに一対の側板７４間に架設されたスパイラルロッド７６と、このスパイラルロッド７６
に外嵌されたカートリッジ側シャッタ部材７７とが設けられている。スパイラルロッド７
６は、前記攪拌部材７５と同期回転することにより、後方円弧底板７２２上から前方円弧
底板７２１上へ送り込まれたトナーをトナー排出口７３へ向けて搬送するようにスパイラ
ルの設定方向および回転方向が設定されている。
【００４２】
　前記カートリッジ側シャッタ部材７７は、スパイラルロッド７６回りに回転可能に外嵌
される筒体によって形成され、前記トナー排出口７３を閉止する円弧シャッタ部７７１と
、この円弧シャッタ部７７１の反時計方向側の縁部に隣設された前記トナー排出口７３に
対応する左右幅方向（図２の紙面に直交する方向）に長尺の長孔７７２と、この長孔７７
２に反時計方向で隣設された円弧壁７７３とを備えて構成されている。円弧シャッタ部７
７１と円弧壁７７３との周方向における対向縁部間には、攪拌部材７５によって送り込ま
れたトナーをスパイラルロッド７６へ供給するための開口部７７４が形成されている。
【００４３】
　かかるカートリッジ側シャッタ部材７７は、図２に示すトナー排出口閉止姿勢と、図３
に示すトナー排出口開放姿勢との間で姿勢変更可能になっている一方、前記ハウジング３
０の右側の側板３１には、カートリッジ側シャッタ部材７７に対して姿勢変更操作を行う
ための姿勢変更操作部材８０が設けられている。
【００４４】
　この姿勢変更操作部材８０は、図２に示すように、カートリッジ装着空間３０５の円弧
底板３６の略曲率中心回りに回動自在に側板３１の外側に装着された操作円板８１と、こ
の操作円板８１の回動中心回りの回動にリンクしてカートリッジ側シャッタ部材７７をト
ナー排出口閉止姿勢と同開放姿勢との間で姿勢変更させる姿勢変更部材８２とを備えて構
成されている。前記操作円板８１には、外周面から径方向の外方に向って突設された操作
杆８１１が設けられているとともに、この操作杆８１１と略対向した周面に噛合歯８１２
が設けられている。
【００４５】
　前記姿勢変更部材８２は、下部が半円状に形成された半円部８２１と、この半円部８２
１の上部に一体に形成されたが矩形状の矩形部８２２とからなっている。かかる姿勢変更
部材８２は、ハウジング３０の右方の側板３１の内側に、半円部８２１の曲率中心位置が
前記スパイラルロッド７６と同心になるように図略の軸回りに回動自在に軸支されること
によってハウジング３０に取り付けられている。
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【００４６】
　このような姿勢変更部材８２には、その内面側に、矩形部８２２における半円部８２１
と対向した縁部から半円部８２１の曲率中心位置へ向って凹設された、前記スパイラルロ
ッド７６の右端部が嵌め込まれる嵌込み溝８３が設けられている。この嵌込み溝８３にお
ける前記曲率中心位置には、曲率中心から径方向の外方に向かって突設された係止突起８
３１が設けられている一方、カートリッジ側シャッタ部材７７の右端部には、前記係止突
起８３１に外嵌する図略の係止溝が設けられている。
【００４７】
　そして、姿勢変更部材８２が、図２に示すように、起立姿勢に姿勢設定された状態で、
カートリッジ側シャッタ部材７７がトナー排出口閉止姿勢に姿勢設定された状態のトナー
カートリッジ７０をハウジング３０のカートリッジ装着空間３０５に装着することにより
、係止溝が係止突起８３１に外嵌した状態になる。
【００４８】
　この状態で操作杆８１１の操作により操作円板８１を反時計方向に回動すれば（図２に
おいて二点鎖線で示す操作杆８１１参照）、この回動は、噛合歯８１２を介して姿勢変更
部材８２に伝達され、これによる姿勢変更部材８２の曲率中心回りの時計方向に向かう回
動で当該姿勢変更部材８２は、図２に二点鎖線で示すように横臥姿勢に姿勢変更し、これ
による係止突起８３１を介したカートリッジ側シャッタ部材７７の時計方向への回動で、
当該カートリッジ側シャッタ部材７７は、図３に示すように、長孔７７２がトナー排出口
７３と対向したトナー排出口開放姿勢に姿勢設定されることになる。
【００４９】
　そして、本発明においては、図４に示すように、後方スパイラルフィーダ６２には、ト
ナー受入口４４より下流側に搬送能力抑制部６７が設けられている。図５は、搬送能力抑
制部６７の一実施形態を示す斜視図である。図５に示すように、搬送能力抑制部６７は、
スパイラルフィン６４の周縁部にフィーダ軸６３と平行に付設された周方向複数本の抑制
ロッド（リブ部材）６７１を備えて構成されている。本実施形態においては、抑制ロッド
６７１は、周方向に等ピッチで４本が設けられているが、抑制ロッド６７１が４本である
ことに限定されるものではなく、３本以下であってもよいし、５本以上であってもよい。
【００５０】
　かかる搬送能力抑制部６７が後方スパイラルフィーダ６２におけるトナー受入口４４よ
り下流側に設けられることにより、フィーダ軸６３の軸心回りの反時計方向に向かう回転
によってスパイラルフィン６４により下流側（図５の右方）へ搬送されるトナーは、搬送
能力抑制部６７に到達した時点で抑制ロッド６７１に妨害されて前進するのが困難になる
ため、搬送能力抑制部６７の上流側で滞留するようになる。したがって、トナーが補給さ
れてトナー量が増えると、この滞留したトナーがトナー受入口４４を塞ぐように作用し、
それ以上のトナーの補給を抑制する。トナーが消費され、滞留したトナーが少なくなると
、トナーが滞留している部分とトナー受入口４４との間に隙間ができ、この隙間にトナー
が補給される。
【００５１】
　以上詳述したように、本発明の現像装置１０は、トナーを攪拌しながら循環搬送路３０
１を搬送しつつトナーを感光体ドラムＤの周面に供給する現像装置本体２０と、この現像
装置本体２０内にトナーを供給するべく当該現像装置本体２０に着脱自在に装着されるト
ナーカートリッジ７０とを備えて構成され、トナーカートリッジ７０にはその前方円弧底
板７２１にトナーを排出するトナー排出口７３が設けられている一方、現像装置本体２０
にはその上部にトナー排出口７３と対応し、かつ、循環搬送路３０１に続くトナー受入口
４４が設けられ、循環搬送路３０１には、トナー受入口４４から受け入れたトナーを含む
トナーを搬送する搬送手段としての後方スパイラルフィーダ６２が設けられ、この後方ス
パイラルフィーダ６２は、トナー受入口４４の下流側で局部的に搬送能力が低下するよう
に構成された搬送能力抑制部６７を有してなるものであり、トナー受入口４４は、後方ス
パイラルフィーダ６２の回転方向の上流側に設けられているため、トナーカートリッジ７
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０からトナー排出口７３および現像装置本体のトナー受入口４４を介して当該現像装置本
体内に導入されたトナーは、スパイラルフィン６４によって上方へ向けて持ち上げられる
ようになる。また、後方スパイラルフィーダ６２の回転方向の上流側にトナー受入口４４
が設けられているため、滞留したトナーは、上流側の壁（後方板３３）を介して軸方向に
搬送されることから、棚吊り状態になり難い。
【００５２】
　これに対し、トナー受入口４４がスパイラルフィーダ６０の回転方向の下流側に設けら
れている場合（従来技術）には、滞留したトナーの動きが少ないため、トナーが押し固め
られるような状態になり、トナーの流動性が悪くなる高温環境や、トナーの消費が極端に
少ない低濃度印字を長時間に亘って続けた場合、棚吊り状態になり易いという問題があっ
たのである。
【００５３】
　そして、上記の実施形態においては、搬送能力抑制部６７は、スパイラルフィン６４に
抑制ロッド６７１が付設されることにより形成されているため、簡単な構造でありながら
スパイラルフィーダ６０の搬送能力を確実に低下させることが可能になり、装置コストの
低減化に貢献することができる。
【００５４】
　本発明は、上記の実施形態に限定されるものではなく、以下の内容をも包含するもので
ある。
【００５５】
　（１）上記の実施形態においては、前方スパイラルフィーダ６１としてスパイラルフィ
ン６４が左回り螺旋のものを採用する一方、後方スパイラルフィーダ６２としてスパイラ
ルフィン６４が右回り螺旋のものを採用し、これによって前方および後方スパイラルフィ
ーダ６１，６２の双方を同一方向に回転させることにより、トナーが循環搬送路３０１に
沿って循環搬送されるようにしているが、こうする代わりに前方および後方スパイラルフ
ィーダ６１，６２の各スパイラルフィン６４を同一方向の螺旋とした上でこれらの回転方
向を逆にしてもよい。こうすることによって循環搬送路３０１内でトナーを循環搬送する
ことができる。
【００５６】
　（２）上記の実施形態においては、後方スパイラルフィーダ６２の回転方向が図３にお
ける反時計方向であることからトナー受入口４４が後方搬送路３０３の後方側に設けられ
ているが、本発明は、トナー受入口４４が後方搬送路３０３の後方側に設けられることに
限定されるものではなく、後方スパイラルフィーダ６２の回転方向が時計方向の場合は、
トナー受入口４４は、後方搬送路３０３の前方側に設けられる。こうすることによってト
ナー受入口４４は、後方スパイラルフィーダ６２の回転方向の上流側に設けられることに
なる。
【００５７】
　（３）上記の実施形態においては、搬送能力抑制部６７は、スパイラルフィン６４の周
縁部にフィーダ軸６３と平行に抑制ロッド６７１を付設することにより形成されているが
、本発明は、搬送能力抑制部６７がスパイラルフィン６４に抑制ロッド６７１が付設され
ることによって形成されるものに限定されるものではなく、たとえば、スパイラルフィン
６４の径寸法をこの部分だけ他より小さくするなど、トナーの搬送に障害を与えるような
ものであれば、各種の方策を採用することが可能である。
【実施例１】
【００５８】
　本発明の効果を確認するべく、加速度試験のために印字率が０％のランニング処理（全
く印字されない状態で用紙を感光体ドラムＤに通す処理）を２時間継続し、これによって
現像装置本体２０内におけるトナーの循環状態を安定させた後、印字密度５％の画像濃度
で用紙に転写処理を施すランニング処理を２時間継続し、この２時間の間で現像装置本体
２０内のトナー量の推移を測定する効果確認試験を実施した。この試験で使用した画像形
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成装置の機種は、京セラミタ株式会社製の「ＦＳ－１０１０」であった。
【００５９】
　また、比較例として、後方スパイラルフィーダ６２の螺旋の向きを逆向きに形成し、フ
ィーダ軸６３回りの回転方向を実施例と逆（時計方向に回転）にした場合（すなわちトナ
ー受入口４４が後方スパイラルフィーダ６２の回転方向の下流側になるように設定した場
合）のトナー量の推移を測定した。
【００６０】
　試験結果は、図６および図７に示すとおりである。図６は、横軸に時間（ｍｉｎ）を設
定するとともに、縦軸に現像装置本体２０内

グラフであり、図７は、図６の推移グラフを基に計算した
を示すグラフである。因みに、図６および図７において、「◆」は実施例

であり、「■」は比較例である。また、図６における点線は、トナーが計算どおりに供給
された場合を想定したトナー消費量累積直線である。
【００６１】
　図６および図７に示すように、実施例においては、現像装置本体２０内のトナー量は略
一定で推移し、これによってトナーが現像装置１０から感光体ドラムＤに対して安定した
状態で供給されているのが判る。これに対し比較例の場合、現像装置本体２０内のトナー
の量は大きく変動している。これは、後方スパイラルフィーダ６２内におけるトナー受入
口４４直下近傍でトナーの棚吊り現象が発生したことに起因していると考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明に係る現像装置の一実施形態を示す分解斜視図である。
【図２】図１に示す現像装置の側面視の断面図であり、トナーカートリッジが現像装置本
体から外された状態を示している。
【図３】図１に示す現像装置の側面視の断面図であり、トナーカートリッジが現像装置本
体に装着された状態を示している。
【図４】現像装置本体のハウジングの平面視の断面図である。
【図５】搬送能力抑制部の一実施形態を示す斜視図である。
【図６】
【図７】
【符号の説明】
【００６３】
１０　現像装置　　　　　　　　２０　現像装置本体（装置本体部）
３０　ハウジング　　　　　　　３０１　循環搬送路（循環経路）
３０２　前方搬送路　　　　　　３０３　後方搬送路
３０４　連絡通路　　　　　　　３０５　カートリッジ装着空間
３１　側板　　　　　　　　　　３２　前方板
３３　後方板　　　　　　　　　３４　仕切り壁
４０　蓋体　　　　　　　　　　４１　蓋体本体
４２　立設壁　　　　　　　　　４３　シャッタ装着部
４４　トナー受入口（現像剤受入口）
４５　コイルスプリング　　　　５０　蓋体側シャッタ部材
５１　シャッタ板　　　　　　　５２　突条
５３　傾斜面　　　　　　　　　６０　スパイラルフィーダ（搬送手段）
６１　前方スパイラルフィーダ　６２　後方スパイラルフィーダ
６３　フィーダ軸　　　　　　　６４　スパイラルフィン
６５　ローラ軸　　　　　　　　６６　現像ローラ
６７　搬送能力抑制部　　　　　６７１　抑制ロッド（リブ部材）
７０　トナーカートリッジ（現像剤供給部）
７１　カートリッジ本体　　　　７１０　本体側フランジ部
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に供給された累積トナー量（ｇ）を示した推
移 現像装置本体２０内のトナー
量（ｇ）の推移

現像装置に供給された累積トナー量の推移を示すグラフである。
現像装置内のトナー量の推移を示すグラフである。



７２　底板　　　　　　　　　　７２１　前方円弧底板
７２２　後方円弧底板　　　　　７３　トナー排出口
７４　側板　　　　　　　　　　７５　攪拌部材
７５１　軸部材　　　　　　　　７５２　攪拌フィン
７６　スパイラルロッド　　　　７７　カートリッジ側シャッタ部材
７７１　円弧シャッタ部　　　　７７２　長孔
７７３　円弧壁　　　　　　　　７７４　開口部
７８　カバー体　　　　　　　　７８０　蓋体側フランジ部
８０　姿勢変更操作部材　　　　８１　操作円板
８１１　操作杆　　　　　　　　８１２　噛合歯
８２　姿勢変更部材　　　　　　８２１　半円部
８２２　矩形部　　　　　　　　８３　嵌込み溝
８３１　係止突起　　　　　　　Ｄ　感光体ドラム（像担持体）
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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